
議案第２号

２０２５年度

須高行政事務組合一般会計補正予算第２号



←表紙に資料番号を印刷する場合に使用



　２０２５年度須高行政事務組合の一般会計補正予算第２号は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，６１９千円を減額し、歳入歳出予算の

　総額を歳入歳出それぞれ２２４，８６８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

　は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　既定の債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。

令和８年２月１９日提出

須高行政事務組合長　三　木　正　夫

２０２５年度　須高行政事務組合一般会計補正予算第２号 
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１ 一 般 職

(1) 総 括

( )

( )

( )

※ (　　)内は短時間勤務職員外書き

(児童手当 千円)

0

補 正 前

915

計
（ 千 円 ）

4

補 正 前
20,532

20,355

157

合 計
（ 千 円 ）

18

0

0

167 △ 177 △ 160

662

15

給 与 費

報 酬
（ 千 円 ）

給 料
（ 千 円 ）

職 員 手 当
（ 千 円 ）

比 較

2,997

3,015 2,533

△ 337

期 末 手 当
（ 千 円 ）

住 居 手 当
（ 千 円 ）

扶 養 手 当
（ 千 円 ）

比 較

24,306

4

800

12,990

13,334

110

198

時間外勤務手当
（ 千 円 ）

通 勤 手 当
（ 千 円 ）

24,6434,111

0

補 正 前

職

員

手

当

の

内

訳

区 分
管 理 職 手 当
（ 千 円 ）

補 正 後

3,951

7,198

2,518 198

勤 勉 手 当
（ 千 円 ）

662

24

寒 冷 地 手 当
（ 千 円 ）

690

職員数
（人）

区 分

区 分

0

133 0

△ 344

補 正 後

補 正 後

給　与　費　明　細　書

7,365

特殊勤務手当
（ 千 円 ）

比 較

備　考
共 済 費
（ 千 円 ）
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(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

育児休業等による不用分

△ 273 千円

区 分 増減額(千円)増減事由別内訳(千円) 説　　　明 備　　　考

122

給 料 △ 273 その他の増減分

職員手当 122 その他の増減分 諸手当の増減分

122 千円

△ 273
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